
	 2024.3　きらり	-TAKAISHI-	 8

後
期
高
齢
者
医
療

介
護
保
険

国
民
年
金

国
民
健
康
保
険

各
種

税
国
民
健
康
保
険
の
人
間
ド
ッ
ク

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
昭
和

24
年
４
月
２
日
〜
６
月
30
日
生
ま
れ
の
方

で
、
75
歳
に
な
る
前
に
国
民
健
康
保
険
で

人
間
ド
ッ
ク
を
受
診
す
る
場
合
は
、
申
請

が
必
要
で
す
。
受
診
を
希
望
す
る
方
は
、

お
早
め
に
健
幸
づ
く
り
課
ま
で
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

※
75
歳
を
迎
え
る
方
は
誕
生
日
か
ら
後
期

　
高
齢
者
医
療
制
度
で
受
診
で
き
ま
す
。

問
合
先　
健
幸
づ
く
り
課

�

☎
（
275
）
６
３
8
１

後
期
高
齢
者
医
療

介
護
保
険

国
民
年
金

国
民
健
康
保
険

各
種

税
申
請
に
よ
る�

�

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
加
入

　
65
歳
〜
74
歳
の
方
で
、
申
請
に
よ
り
大

阪
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
一
定

の
障
が
い
が
あ
る
と
認
め
た
方
は
、
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
で
き
ま
す
。

▼
一
定
の
障
が
い
の
程
度
と
は
…

　
国
民
年
金
法
等
に
お
け
る
障
が
い
年
金

１・
２
級
、
身
体
障
が
い
者
手
帳
１・
２
・

３
級
及
び
４
級
の
一
部
（
音
声
機
能
・
言

語
機
能
の
障
が
い
ま
た
は
下
肢
障
が
い
１

・
３・
４
号
）、
精
神
障
が
い
者
保
健
福
祉

手
帳
１・
２
級
、
療
育
手
帳
Ａ
の
方
。

　
な
お
、
認
定
さ
れ
た
方
に
つ
い
て
は
、

認
定
後
も
75
歳
に
な
る
ま
で
は
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
の
障
が
い
認
定
の
申
請
を
将

来
に
向
か
っ
て
撤
回
す
る
こ
と
が
可
能
で

す
。
た
だ
し
、
撤
回
届
の
提
出
が
必
要
で

す
。
（
撤
回
届
の
提
出
に
よ
り
、
身
体
障

が
い
者
手
帳
等
や
障
が
い
年
金
受
給
資
格

等
が
無
効
に
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
）

問
合
先　
健
幸
づ
く
り
課

�

☎
（
275
）
６
３
９
２　

泉大津市・高石市・忠岡町の
気になる情報をお届けします！

みなとマーケット
　忠岡漁業
協同組合主
催で海産物
を販売する
「忠岡みな

とマーケット」が開催されます。
　新鮮なお魚をはじめとした物
販のほか、フリーマーケット
コーナーや飲食販売など魅力的
な催しとなっております。ぜひ
ご来場ください。
日時　3 月 31日 ( 日 )　
　　　午前 9時～午後 3時
場所　忠岡港（忠岡町新浜 1-8-11）
問合先　忠岡漁業協同組合
　　　　☎0725(32)0459

3×3バスケットボール場が完成
　令和6年
２月、3x3
バスケット
ボール場が
高師浜総合

運動施設に新設されました！2
面のコートと照明も完備！オリ
ンピックの正式種目にもなって
いる人気沸騰中の都市型スポー
ツをお楽しみください。
場所　高師浜総合運動施設
問合先　羽衣はまゆうグループ
　　　　☎（262）7966

　

　泉州一帯で盛り上がりを見せ
ている牡蠣フェスが泉大津市で
開催されます。会場には、カキ
グルメが大集合。来場者にはカ
キ鍋の無料プレゼント
もあります。
（先着 150食）
日時　3 月 9日（土）　
　　　午前 11時～午後 5時
場所　なぎさ公園
　　　（泉大津市なぎさ町 8-1）
問合先　㈱ ENJOY TRUST
　　　　☎080（9187）3365

詳細はこちらから▶

市 役 所 か ら の  
お 知 ら せ
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学
生
納
付
特
例
制
度

　
20
歳
以
上
の
学
生
の
方
は
、
国
民
年
金

に
加
入
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
が
、
保
険

料
の
納
付
が
困
難
で
、
学
生
本
人
の
所
得

が
一
定
額
（
約
１
2
８
万
円
）
以
下
で
あ

れ
ば
、
学
生
納
付
特
例
制
度
を
申
請
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
承
認
さ
れ
る
と
保
険

料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
、
学
生
納
付
特
例

期
間
中
の
傷
病
や
不
慮
の
事
故
な
ど
に
よ

り
障
が
い
が
残
っ
た
場
合
、
障
害
基
礎
年

金
の
請
求
が
で
き
ま
す
。
な
お
、
学
生
納

付
特
例
期
間
は
年
金
の
受
給
資
格
期
間
に

算
入
さ
れ
ま
す
が
、
老
齢
基
礎
年
金
の
年

金
額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。

※
毎
年
度
申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

※
学
生
納
付
特
例
期
間
の
保
険
料
は
、
承

　
認
を
受
け
た
月
以
降
、
10
年
以
内
で
あ

　
れ
ば
遡
っ
て
納
め
る
こ
と
（
追
納
）
が

　
で
き
ま
す
。

対
象　
学
校
教
育
法
に
規
定
す
る
大
学

（
大
学
院
）
・
短
期
大
学
・
高
等
学
校
・

高
等
専
門
学
校
・
専
修
学
校
及
び
各
種
学

校
等
に
在
学
す
る
学
生

※
こ
れ
以
外
の
教
育
施
設
で
も
対
象
校
に

　
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

手
続
き　
市
民
課
へ
学
生
証
（
写
）
ま
た

は
在
学
証
明
書
と
、
基
礎
年
金
番
号
通
知

書
ま
た
は
年
金
手
帳
を
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。
郵
送
で
も
手
続
き
が
可
能
で
す
。

　
ま
た
、
50
歳
未
満
の
学
生
で
は
な
い
方

で
、
保
険
料
の
納
付
が
困
難
、
か
つ
、
本

人
及
び
配
偶
者
の
所
得
が
一
定
額
以
下
で

あ
れ
ば
、
納
付
猶
予
制
度
を
申
請
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

問
合
先　
市
民
課
☎
（
275
）
６
２
４
１

■
学
生
納
付
特
例
申
請
書（
ハ
ガ
キ
形
式
）

　
を
送
付

　
令
和
５
年
度
の
学
生
納
付
特
例
の
承
認

を
受
け
た
方
で
、
令
和
６
年
４
月
以
降
も

引
き
続
き
在
学
予
定
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら

か
じ
め
把
握
で
き
た
方
に
対
し
て
、
日
本

年
金
機
構
か
ら
4
月
頃
に
基
礎
年
金
番
号

等
の
事
項
を
印
字
し
た
学
生
納
付
特
例
申

請
書
（
ハ
ガ
キ
形
式
）
を
送
付
し
ま
す
。

　
引
き
続
き
在
学
中
の
場
合
は
、
必
要
事

項
を
記
入
し
、
返
送
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

令
和
６
年
度
（
令
和
６
年
4
月
〜
令
和
７

年
３
月
）
に
つ
い
て
も
学
生
納
付
特
例
申

請
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問
合
先　
堺
西
年
金
事
務
所

�

☎
（
243
）
７
９
０
０　

後
期
高
齢
者
医
療

介
護
保
険

国
民
年
金

国
民
健
康
保
険

各
種

税
お
知
ら
せ

健
康
だ
よ
り

相
談
窓
口

子
育
て
ナ
ビ

募
集
と
案
内

ア
プ
ラ
ホ
ー
ル

図
書
館

フ
ォ
ト
ニ
ュ
ー
ス

消費生活センターだより
C o n s u m e r  s e r v i c e  c e n t e r  n e w s l e t t e r引越しの際の

破損・紛失トラブルに気をつけて

引っ越しの際に「荷物が破損した」「紛失した」といった相談が寄せられています。
引っ越しの契約には、国が定めた標準引越運送約款か国土交通大臣の認可を得た

事業者独自の約款が使用され、契約内容は原則、契約した際の約款の記載に従うことに
なります。契約の際は、約款をよく確認しましょう。貴重品や壊れやすいものなどはあ
らかじめ事業者に申告しましょう。破損や紛失があった場合、荷物の引き渡し後 3 カ月
以内に申し出ないと事業者の責任が消滅します。引っ越し完了後は、すぐに荷物の状態
を確認することが大切です。損害賠償が受けられる場合も、購入時の価格が補償される
わけではないことを認識しましょう。

ポイ
ント

※見守り新鮮情報　第444号から抜粋・イラスト黒崎玄

休館日 土・日曜日、祝日
時　間 9：00～16：45

☎（267）5501

場　所 市役所本館２階

困ったときは、
消費生活センターへ

※休館日は「消費者ホットライン」
　  ☎188へお問い合わせください

※来庁をご希望される場合は事前
　 にお電話ください

　引越事業者に荷造りを任せて引っ越しをした際、有名作家が作っ
た一点ものの陶器の縁が欠けてしまった。引越事業者は責任を認め
て弁償すると言うので、約4万円と申告したが、事業者が提示した
金額はずいぶん少なかった。事前に貴重な陶器作品とは申告してい
ないが、有名作家が作ったので今購入したらもっと高額である。納
得できない。（60歳代）
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後
期
高
齢
者
医
療

介
護
保
険

国
民
年
金

国
民
健
康
保
険

各
種

税
泉
大
津
税
務
署
か
ら
納
付
期
限
の　

お
知
ら
せ

　
申
告
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
・

贈
与
税
の
納
税
は
３
月
15
日
（
金
）、
消

費
税
及
び
地
方
消
費
税
（
個
人
事
業
者
）

は
４
月
１
日
（
月
）
ま
で
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　
納
税
に
は
、
便
利
で
安
全
な
振
替
納
税

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
ご
利
用
に
は
「
預

貯
金
口
座
振
替
依
頼
書
兼
納
付
書
送
付
依

頼
書
」
の
提
出
が
必
要
で
す
。

▼
振
替
納
付
日

・
申
告
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
：

　
４
月
23
日
（
火
）

・
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
（
個
人
事
業

　
者
）
：
４
月
30
日
（
火
）

▼
振
替
依
頼
書
が
オ
ン
ラ
イ
ン
で
提
出
で

　
き
ま
す

　
振
替
納
税
を
利
用
す
る
場
合
に
は
、
事

前
に
税
務
署
又
は
希
望
す
る
金
融
機
関
に

振
替
依
頼
書
を
書
面
で
提
出
す
る
必
要
が

あ
り
ま
し
た
が
、
令
和
3
年
1
月
か
ら
、

オ
ン
ラ
イ
ン
（
ｅ�-�

Ｔ
ａ
ｘ
）
で
提
出
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
パ
ソ
コ
ン
、

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
簡
単
に
提
出
で
き

ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

「
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る

　振
替
依
頼
書
の
詳
細
」

　
　
　は
こ
ち
ら
か
ら
▼

�

▼
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付

　
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
や
ス
マ
ホ
決
済
ア

プ
リ
に
よ
る
納
付
を
利
用
す
れ
ば
、
事
前

の
手
続
な
し
で
、
時
間
を
気
に
せ
ず
納
付

が
で
き
ま
す
。
金
融
機
関
や
税
務
署
の
窓

口
へ
行
く
必
要
が
な
い
、
大
変
便
利
な

「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付
」
を
是
非
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

あ
る
「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
で
国
税
の
納
付

が
で
き
ま
す
！
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
泉
大
津
税
務
署

�

☎
０
７
２
５
（
３
３
）
５
６
０
１　

「
国
税
の
納
付
手
続
の
詳
細
」

　
　
　は
こ
ち
ら
か
ら
▼

固
定
資
産
の
縦
覧

　
固
定
資
産
税
の
納
税
義
務
者
は
、
土
地

及
び
家
屋
の
価
格
等
縦
覧
帳
簿
に
よ
り
、

自
己
の
所
有
す
る
土
地
・
家
屋
の
価
格
と

市
内
の
他
の
土
地
・
家
屋
の
価
格
を
比
較

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

縦
覧
期
間　
４
月
１
日
〜
５
月
31
日

（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

縦
覧
場
所　
税
務
課
固
定
資
産
税
係

縦
覧
で
き
る
方　
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿

は
土
地
の
納
税
者
等
、
家
屋
価
格
等
縦
覧

帳
簿
は
家
屋
の
納
税
者
等

必
要
な
も
の　
納
税
通
知
書
や
運
転
免
許

証
な
ど
の
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の

※
代
理
人
の
場
合
は
委
任
状
等

　
家
屋
新
増
築
ま
た
は
地
目
変
換
等
に
よ

り
変
更
さ
れ
た
評
価
額
に
不
服
が
あ
る
場

合
は
、
納
税
通
知
書
を
受
け
取
っ
た
日
か

ら
3
か
月
以
内
で
あ
れ
ば
、
固
定
資
産
評

価
審
査
委
員
会
へ
審
査
の
申
し
出
が
で
き

ま
す
。

問
合
先　
税
務
課
☎
（
275
）
６
１
０
９　

原
動
機
付
自
転
車
や
軽
自
動
車
等
の

廃
車
申
告
を
お
忘
れ
な
く

　
軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１
日
現
在

の
所
有
者
に
対
し
て
１
年
分
全
額
が
課
税

さ
れ
、
４
月
２
日
以
降
に
廃
車
し
て
も
年

額
が
課
税
さ
れ
ま
す
。
廃
棄
や
譲
渡
な
ど

に
よ
り
現
在
車
両
を
所
有
し
て
い
な
い
方

は
、
３
月
中
に
廃
車
申
告
を
し
て
く
だ
さ

い
。

問
合
先　
税
務
課
☎
（
275
）
６
０
９
７　

後
期
高
齢
者
医
療

介
護
保
険

国
民
年
金

国
民
健
康
保
険

各
種

税戸
籍
の
証
明
書
の
請
求
が
便
利
に　

な
り
ま
し
た

　
３
月
１
日
か
ら
戸
籍
証
明
書
等
の
広
域

交
付
が
始
ま
り
、
本
籍
地
以
外
の
市
区
町

村
窓
口
で
も
、
証
明
書
の
請
求
が
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
請
求
し
た

い
戸
籍
の
本
籍
地
が
全
国
各
地
に
あ
っ
て

も
、
１
か
所
の
市
区
町
村
窓
口
で
ま
と
め

て
請
求
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

※
一
部
の
戸
籍
証
明
書
等
は
除
き
ま
す
。

請
求
で
き
る
方
　
本
人
、
配
偶
者
、
直
系
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尊
属
の
父
母
・
祖
父
母
、
直
系
卑
属
の
子

・
孫必

要
書
類　
顔
写
真
付
き
の
公
的
な
身
分

証
明
書
（
運
転
免
許
証
・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
等
）

※
請
求
す
る
に
は
、
請
求
で
き
る
方
が
直

　
接
窓
口
で
請
求
手
続
き
す
る
必
要
が
あ

　
り
ま
す
。
（
郵
送
や
代
理
人
に
よ
る
請

　
求
は
で
き
ま
せ
ん
）

※
相
続
手
続
き
等
で
出
生
か
ら
現
在
ま
で

　
の
戸
籍
を
請
求
さ
れ
る
方
に
つ
い
て
は
、

　
他
市
区
町
村
の
戸
籍
を
調
べ
る
中
で
、

　
発
行
ま
で
に
時
間
が
か
か
る
場
合
や
後

　
日
の
交
付
と
な
る
場
合
あ
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
法
務
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
先
　
市
民
課
☎
（
275
）
６
２
１
９

令
和
６
年
度
分
の�

�

無
料
普
通
ご
み
処
理
券
を
配
付

　
３
月
中
旬
以
降
に
本
市
に
住
民
登
録
の

あ
る
方
へ
令
和
６
年
度
分
の
無
料
普
通
ご

み
処
理
券
（
茶
色
）
を
送
付
し
ま
す
。
な

お
、
本
市
に
住
民
票
を
移
さ
れ
て
い
な
い

方
に
は
送
付
さ
れ
な
い
た
め
、
印
鑑
と
居

住
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
書
類
（
住
居

の
賃
貸
借
契
約
書
や
公
共
料
金
の
領
収
書

な
ど
、
氏
名
と
住
所
が
確
認
で
き
る
も

の
）
を
持
参
し
、
環
境
政
策
課
で
交
付
申

請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
ご
注
意
く
だ
さ
い

�

・
使
い
切
ら
ず
に
残
さ
れ
た
令
和
５
年
度

　
の
無
料
普
通
ご
み
処
理
券(

ピ
ン
ク　

　
色
：
3
月
31
日
ま
で
の
ゴ
ミ
収
集
に
利

　
用
可)

は
、
日
用
品
と
の
交
換
を
予
定

　
し
て
い
る
の
で
、
必
ず
捨
て
ず
に
保
管

　
し
て
く
だ
さ
い
。
詳
し
く
は
、　
今
後

　
の
広
報
紙
等
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

�

・�

普
通
（
可
燃
）
ご
み
以
外
に
は
、
シ
ー

　
ル
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

問
合
先　
環
境
政
策
課

�
☎
（
275
）
６
２
６
６

法
務
省
H
P「
戸
籍
制
度
が

利
用
し
や
す
く
な
り
ま
す
！
」

　
　
　は
こ
ち
ら
か
ら
▼

お
知
ら
せ

健
康
だ
よ
り

相
談
窓
口

子
育
て
ナ
ビ

募
集
と
案
内

ア
プ
ラ
ホ
ー
ル

図
書
館

フ
ォ
ト
ニ
ュ
ー
ス

令和6年度
上 半 期
くみ取り日程

住所 4月 5月 6月 7月 8月 9月
取　石 1丁目・2丁目（6〜11・13・15・18・19・　
　　　23・26・28  ・30・33・34・38・39・46・47）

1(月)
15(月)

4/30(火)
17(金)

1(土)
15(土)

1(月)
16(火)

7/31(水)
17(土)

2(月)
14(土)

取　石 2丁目（31・41・43・45・48）・3丁目 2（火）
16(火)

1(水)
20(月)

3(月)
17(月)

2（火）
17(水)

1(木)
19(月)

3(火)
17(火)

取　石 4丁目〜7丁目 3(水)
17(水)

2(木)
21(火)

4(火)
18(火)

3(水)
18(木)

2(金)
20(火)

4（水）
18(水)

※悪天候の場合
　は、日程を変　
　更することが
　あります。
※くみ取り日は、
　作業がしやす
　いように通路
　の確保等にご
　協力をお願い
　します。
※世帯人数、便
　槽に変更が
　あった場合は、
　ご連絡くださ
　い。
  問合先 
  環境政策課
  ☎（275）6266

千代田 1丁目〜6丁目、 綾　園 7丁目
東羽衣 4丁目（1〜7）

4(木)
18(木)

7（火）
22(水)

5（水）
19(水)

4(木)
19(金)

3(土)
21(水)

5(木)
19(木)

高師浜 1丁目〜4丁目、 羽　衣 1丁目・3丁目
東羽衣 1丁目・2丁目・3丁目（13・14・16）・5丁目（8・20・26）

5(金)
19(金)

8(水)
23(木)

6（木）
20(木)

5（金）
22(月)

5（月）
22(木)

6(金)
20(金)

東羽衣 3丁目（1〜12・18）・4丁目（12）・5丁目（1〜7・
　　　 9〜19  21〜25・27・28）・6丁目・7丁目
加　茂 1丁目（5・8〜10・12・13・16・17・19）

6(土)
22(月)

9(木)
24(金)

7（金）
21(金)

6(土)
23(火)

6(火)
23(金)

7(土)
21(土)

加　茂 1丁目（11・14・15）
綾　園 1丁目・2丁目（1）・3丁目・4丁目・
　　　 6丁目（6・16・18・20・23）

8(月)
23(火)

10(金)
27(月)

10(月)
24(月)

8(月)
24(水)

7(水)
26(月)

9(月)
24(火)

綾　園 2丁目（9〜23）・6丁目（4・5・12・14・15・
　　　 19・21）

9(火)
24(水)

13(月)
28(火)

11(火)
25(火)

9(火)
25(木)

8(木)
27(火)

10(火)
25(水)

綾　園 2丁目（2〜8）・6丁目（1・7〜11・13・22）
加　茂 2丁目（6・7・23・30）・3丁目（1・6）

10(水)
25(木)

14(火)
29(水)

12(水)
26(水)

10(水)
26(金)

9(金)
28(水)

11(水)
26(木)

取　石 2丁目（37）
加　茂 2丁目（1・14・17・24・26）・3丁目（8・10）・4丁目（11）
西取石 1丁目（1・2・４・10〜15・18）・3丁目（1・5・11・18・19）

11(木)
26(金)

15(水)
30(木)

13(木)
27(木)

11(木)
29(月)

10(土)
29(木)

12(木)
27(金)

取　石 2丁目（4・5・12・14・16・17・25）
西取石 1丁目（9・16・17・19・22）・3丁目（9・14・15）

12(金)
27(土)

16(木)
31(金)

14(金)
28(金)

12(金)
30(火)

16(金)
30(金)

13(金)
30(月)
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低
所
得
世
帯
支
援
給
付
金

　
対
象
と
な
る
世
帯
に
は
確
認
書
を
発
送

中
で
す
の
で
、
届
い
た
方
は
内
容
を
確
認

し
、
同
封
の
返
信
用
封
筒
を
返
送
し
て
く

だ
さ
い
。

①
個
人
住
民
税
均
等
割
の
み
課
税
世
帯
向
け

対
象　
令
和
5
年
度
個
人
住
民
税
所
得
割

が
課
せ
ら
れ
て
い
な
い
方
だ
け
で
構
成
さ

れ
る
世
帯

※
個
人
住
民
税
非
課
税
世
帯
は
除
く

支
給
額　
1
世
帯
あ
た
り
10
万
円

②
こ
ど
も
加
算

対
象　
令
和
5
年
度
個
人
住
民
税
所
得
割

が
課
せ
ら
れ
て
い
な
い
方
だ
け
で
構
成
さ

れ
る
世
帯
で
、
平
成
17
年
4
月
2
日
以
降

に
生
ま
れ
た
こ
ど
も
が
い
る
世
帯

支
給
額　
こ
ど
も
1
人
あ
た
り
5
万
円

※
①
②
の
い
ず
れ
も
、
個
人
住
民
税
が
課

　
税
さ
れ
て
い
る
方
に
世
帯
全
員
が
扶
養

　
さ
れ
て
い
る
場
合
は
対
象
外
で
す
。

問
合
先　
低
所
得
世
帯
支
援
給
付
金
コ
ー

ル
セ
ン
タ
ー
☎
（
275
）
６
５
３
９

「
低
所
得
世
帯
支
援

　
　
　給
付
金
の
詳
細
」

　
　
　は
こ
ち
ら
か
ら
▼

市
公
金
の
納
付
書
の
取
り
扱
い
場
所

　
令
和
６
年
4
月
1
日
以
降
、
市
税
、
保

険
料
、
保
育
料
、
使
用
料
、
上
下
水
道
料

金
、
そ
の
他
公
金
に
か
か
る
納
付
書
は
次

の
各
金
融
機
関
本
支
店
で
お
取
り
扱
い
で

き
ま
す
。

　
池
田
泉
州
銀
行
、
大
阪
信
用
金
庫
、
り

そ
な
銀
行
、
関
西
み
ら
い
銀
行
、
紀
陽
銀

行
、
成
協
信
用
組
合
、
い
ず
み
の
農
業
協

同
組
合
、
近
畿
労
働
金
庫
、
近
畿
産
業
信

用
組
合
（
上
下
水
道
料
金
を
除
く
）
、
京

都
銀
行
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
（
近
畿
2
府
4

県
内
に
限
る
）

※
口
座
振
替
（
口
座
引
き
落
と
し
）
に
よ

　
る
納
付
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お

　
り
三
菱
U
F
J
銀
行
、
み
ず
ほ
銀
行
、

　
三
井
住
友
銀
行
の
口
座
も
ご
利
用
い
た

　
だ
け
ま
す
。

問
合
先　
会
計
課
☎
（
275
）
６
４
４
４

民
間
賃
貸
住
宅
の
原
状
回
復
ト
ラ
ブ

ル
を
防
止
す
る
た
め
に

　
民
間
賃
貸
住
宅
の
退
去
の
際
に
、
損
耗

な
ど
の
補
修
や
修
繕
の
費
用
を
貸
主
、
借

主
の
ど
ち
ら
が
負
担
す
る
の
か
と
い
っ
た

原
状
回
復
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し

て
い
ま
す
。

　
大
阪
府
版
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、
ト
ラ

ブ
ル
の
未
然
防
止
・
解
決
に
役
立
つ
情
報

や
相
談
窓
口
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ

ご
活
用
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
大
阪
府
居
住
企
画
課

�

☎
０
６
（
６
２
１
０
）
９
７
０
７　

「
原
状
回
復
ト
ラ
ブ
ル
防
止

  

大
阪
府
版
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

　
　
　は
こ
ち
ら
か
ら
▼

労
働
条
件
明
示
の
ル
ー
ル
改
正

　
４
月
か
ら
、
労
働
条
件
明
示
の
ル
ー
ル

が
改
正
さ
れ
て
無
期
転
換
ル
ー
ル
及
び
労

働
契
約
関
係
の
明
確
化
が
必
要
に
な
り
ま

す
。

　
全
て
の
労
働
契
約
の
締
結
と
有
期
労
働

契
約
の
更
新
の
タ
イ
ミ
ン
グ
ご
と
に
雇
い

入
れ
直
後
の
就
業
場
所
・
業
務
の
内
容
に

加
え
、
こ
れ
ら
の
「
変
更
の
範
囲
」
に
つ

い
て
も
明
示
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　
こ
れ
を
機
に
、
事
業
場
の
方
や
働
く
方

は
、
労
働
条
件
の
明
示
事
項
や
そ
の
タ
イ

ミ
ン
グ
に
つ
い
て
、
改
め
て
確
認
し
て
み

て
く
だ
さ
い
。

問
合
先
　
泉
大
津
労
働
基
準
監
督
署

�

☎
０
７
２
5
（
２
７
）
１
２
１
１　

「
労
働
条
件
明
示
の

　 ル
ー
ル
改
正
の
詳
細
」

　
　
　は
こ
ち
ら
か
ら
▼

水
道
料
金
の
収
納
業
務
等
を
民
間
へ

委
託
し
ま
す

　
サ
ー
ビ
ス
向
上
と
水
道
事
業
経
営
の
効

率
化
を
図
る
た
め
、
水
道
料
金
等
の
収
納

業
務
を
民
間
の
事
業
者
に
委
託
し
ま
す
。

委
託
期
間　
４
月
１
日
〜
令
和
９
年
３
月

31
日

委
託
先　
第
一
環
境
株
式
会
社
関
西
支
店

主
な
業
務
内
容
　
料
金
等
収
納
業
務
、
電

話
等
受
付
業
務
、
検
針
業
務
、
閉
開
栓
業

務
、
メ
ー
タ
ー
取
替
業
務
ほ
か

問
合
先
　
上
下
水
道
課
☎（
275
）６
４
２
７
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お
知
ら
せ

子
育
て
ナ
ビ

相
談
窓
口

健
康
だ
よ
り

募
集
と
案
内

ア
プ
ラ
ホ
ー
ル

図
書
館

フ
ォ
ト
ニ
ュ
ー
ス

宅
地
建
物
取
引
業
人
権
推
進
員
制
度

　
大
阪
府
で
は
、
宅
地
建
物
取
引
に
お
け

る
あ
ら
ゆ
る
人
権
問
題
を
な
く
す
た
め
、

業
界
団
体
と
連
携
し
、
宅
建
業
者
の
従
業

者
を
対
象
に
「
宅
地
建
物
取
引
業
人
権
推

進
員
」
を
養
成
し
て
い
ま
す
。
人
権
推
進

員
を
設
置
し
て
い
る
店
に
は
ス
テ
ッ
カ
ー

を
掲
示
し
て
い
ま
す
。

問
合
先　
大
阪
府
建
築
振
興
課

�

☎
0
６
（
6
2
1
0
）
9
7
3
4　

ご
寄
附
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

　
山
内
株
式
会
社
（
代
表
取
締
役
：
山
内

和
彦
様
）
か
ら
災
害
被
災
者
等
へ
の
支
援

に
５
０
０
万
円
、
福
祉
事
業
に
３
０
０
万

円
の
ご
寄
附
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
株
式
会
社
つ
ぼ
市
製
茶
本
舗
（
代
表
取

締
役
：
谷
本
順
一
様
）
か
ら
災
害
被
災
者

等
へ
の
支
援
に
１
０
０
万
円
の
ご
寄
附
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。

みん
ないっしょ

に生きる社会を

　

今
年
の
元
日
に
起
き
た
能
登
半
島

地
震
で
被
災
し
た
石
川
県
輪
島
市
や

珠
洲
市
、
能
登
町
が
中
学
生
の
集
団

避
難
を
実
施
し
ま
し
た
。
多
く
の
地

域
で
水
道
や
電
気
が
復
旧
し
て
お
ら

ず
、
校
舎
が
損
傷
し
た
り
、
避
難
所

に
な
っ
た
り
し
て
授
業
再
開
の
め
ど

が
立
た
な
い
こ
と
か
ら
、
安
全
な
施

設
に
移
り
学
習
機
会
を
確
保
す
る
た

め
、
集
団
避
難
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

避
難
は
約
２
か
月
間
の
想
定
で
、
保

護
者
が
同
意
し
た
中
学
生
に
限
ら
れ

ま
し
た
。
中
学
生
や
保
護
者
は
急
に

知
ら
な
い
土
地
へ
の
避
難
を
提
示
さ

れ
、
す
ぐ
に
決
断
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

　

集
団
避
難
し
た
中
学
生
は
、
地
震

被
害
を
目
の
当
た
り
に
し
た
こ
と
に

加
え
、
家
族
と
離
れ
て
生
活
を
送
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
集
団
避
難
後
も

中
学
生
へ
の
精
神
的
な
ケ
ア
が
重
要

で
、
ま
た
教
職
員
へ
の
ケ
ア
や
業
務

支
援
も
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

被
災
体
験
が
こ
ど
も
に
与
え
る
心

理
的
な
影
響
は
過
去
の
災
害
で
も
指

摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
文
部
科
学
省
が

東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
の
こ
ど
も

に
実
施
し
た
調
査
で
は
、14
％
で「
イ

ラ
イ
ラ
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」
な
ど

心
的
外
傷
後
ス
ト
レ
ス
障
害

（
P
T
S
D
）
が
疑
わ
れ
る
症
状
が

見
ら
れ
ま
し
た
。
食
欲
の
変
化
や
睡

眠
不
足
と
い
っ
た
「
心
身
不
良
」
が

指
摘
さ
れ
た
こ
ど
も
も
７
％
い
ま
し

た
。

　

ど
ん
な
状
況
に
あ
ろ
う
と
も
、
こ

ど
も
は
「
子
ど
も
の
権
利
条
約
（
児

童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
）」
に
よ

り
多
く
の
権
利
が
保
障
さ
れ
て
い
ま

す
。
子
ど
も
の
権
利
条
約
は
世
界
中

す
べ
て
の
こ
ど
も
た
ち
が
も
つ
人
権

（
権
利
）
を
定
め
た
条
約
で
、
１
９

８
９
年
、
国
連
総
会
に
お
い
て
採
択

さ
れ
、
日
本
も
１
９
９
４
年
に
批
准

し
ま
し
た
。
２
０
２
１
年
11
月
現
在
、

こ
の
条
約
を
守
る
こ
と
を
約
束
し
て

い
る
「
締
約
国
・
地
域
」
の
数
は
、

１
９
６
で
す
。

　

子
ど
も
の
権
利
条
約
に
は
、
た
と

え
ば
、「
差
別
さ
れ
な
い
」「
あ
な
た

が
一
番
」「
守
ら
れ
る
命
」「
意
見
は

大
切
」
等
が
あ
り
、
こ
ど
も
は
権
利

を
も
つ
主
体
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

れ
ぞ
れ
の
年
齢
や
さ
ま
ざ
ま
な
状
況

に
い
る
こ
ど
も
た
ち
に
し
か
わ
か
ら

な
い
状
況
や
必
要
と
す
る
援
助
、
支

援
が
あ
り
、
こ
ど
も
た
ち
の
意
見
を

き
き
、
ま
た
尊
重
す
る
こ
と
で
そ
れ

を
く
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

人
権
推
進
課

�

☎
（
275
）
６
２
７
９

能登半島地震とこどもの権利

子どもの権利条約

第１条 18 歳未満のすべての人を “ 子ど
も ” とします。

第２条
人種・皮膚の色・性別・言語・
宗教・障害・貧富の差・考え方・
生まれた環境や場所などによっ
て差別されない権利があります。

第３条
国やおとなから、その子どもに
とって最も良いことを優先して
考えてもらう権利があります。

第6条 生きる権利・育つ権利、命を大
切にされる権利があります。

第28条
すべての子どもは、平等にかつ
無償で教育にアクセスできる権
利があります。

出典：（公社）セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン
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